
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

新
旧
対
照
条
文

目

次

○

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
（
抄
）

1

○

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

11
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○

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
十
五
号
）
（
抄
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章

（
略
）

第
一
章

（
略
）

第
二
章

一
般
の
退
職
手
当
（
第
一
条
の
三
―
第
九
条
の
八
）

第
二
章

一
般
の
退
職
手
当
（
第
一
条
の
三
―
第
九
条
の
四
）

第
三
章

特
別
の
退
職
手
当
（
第
九
条
の
九
―
第
十
五
条
）

第
三
章

特
別
の
退
職
手
当
（
第
九
条
の
五
―
第
十
五
条
）

第
四
章

（
略
）

第
四
章

（
略
）

附
則

附
則

（
傷
病
の
程
度
）

（
傷
病
の
程
度
）

第
二
条

法
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
第
二
項
又
は
第
五
条
第
一
項
第
四
号
若
し
く
は

第
二
条

法
第
三
条
第
二
項
、
第
四
条
第
二
項
又
は
第
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項

第
二
項
に
規
定
す
る
傷
病
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

に
規
定
す
る
傷
病
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十

百
二
十
八
号
）
第
八
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障

八
号
）
第
八
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
障
害
等
級
に
該
当
す
る
程
度
の
障
害
の
状

害
の
状
態
に
あ
る
傷
病
と
す
る
。

態
に
あ
る
傷
病
と
す
る
。

（
法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
そ
の
者
の
事
情
に
よ
ら
な
い
で
引
き
続
い
て

（
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
の
者
の
事
情
に
よ
ら
な
い
で
引
き
続
い
て
勤
続

勤
続
す
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
者
）

す
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
者
）

第
三
条

法
第
四
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
そ
の
者
の
事
情
に
よ
ら
な
い
で
引
き
続

第
三
条

法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
の
者
の
事
情
に
よ
ら
な
い
で
引
き
続
い
て

い
て
勤
続
す
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
政
令
で
定
め
る
も

勤
続
す
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は

の
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

（
削
る
）

一

十
一
年
以
上
二
十
五
年
未
満
の
期
間
勤
続
し
、
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
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く
勧
奨
を
受
け
て
退
職
し
た
者

（
削
る
）

二

二
十
五
年
未
満
の
期
間
勤
続
し
、
定
員
の
減
少
若
し
く
は
組
織
の
改
廃
（
次
条

第
一
項
に
規
定
す
る
定
員
の
減
少
及
び
組
織
の
改
廃
を
除
く
。
）
又
は
勤
務
し
て

い
た
官
署
若
し
く
は
事
務
所
の
移
転
に
よ
り
退
職
し
た
者

一

裁
判
官
で
日
本
国
憲
法
第
八
十
条
に
定
め
る
任
期
を
終
え
て
退
職
し
、
又
は
任

三

裁
判
官
で
二
十
五
年
未
満
の
期
間
勤
続
し
、
日
本
国
憲
法
第
八
十
条
に
定
め
る

期
の
終
了
に
伴
う
裁
判
官
の
配
置
等
の
事
務
の
都
合
に
よ
り
任
期
の
終
了
前
一
年

任
期
を
終
え
て
退
職
し
、
又
は
任
期
の
終
了
に
伴
う
裁
判
官
の
配
置
等
の
事
務
の

内
に
退
職
し
た
も
の

都
合
に
よ
り
任
期
の
終
了
前
一
年
内
に
退
職
し
た
も
の

二

法
律
の
規
定
に
基
づ
く
任
期
を
終
え
て
退
職
し
た
者

四

十
一
年
以
上
二
十
五
年
未
満
の
期
間
勤
続
し
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
任
期
を

終
え
て
退
職
し
た
者

三

定
年
の
定
め
の
な
い
職
を
職
員
の
配
置
等
の
事
務
の
都
合
に
よ
り
退
職
し
た
者

（
新
設
）

四

次
に
掲
げ
る
職
を
職
員
の
配
置
等
の
事
務
の
都
合
に
よ
り
定
年
に
達
す
る
日
前

（
新
設
）

に
退
職
し
た
者

イ

各
議
院
事
務
局
の
事
務
総
長
又
は
各
議
院
法
制
局
の
法
制
局
長
が
そ
の
任
命

を
行
う
に
際
し
各
議
院
の
議
長
の
同
意
（
国
会
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七

十
九
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
及
び
第
百
三
十
一
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
も

の
を
除
く
。
）
を
得
た
職

ロ

国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
が
そ
の
任
命
を
行
う
に
際
し
両
議
院
の
議
長
の
承

認
を
得
た
職

ハ

裁
判
官
訴
追
委
員
会
の
委
員
長
又
は
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
の
裁
判
長
が
そ
の

任
命
を
行
う
に
際
し
両
議
院
の
議
長
の
同
意
及
び
両
議
院
の
議
院
運
営
委
員
会

の
承
認
を
得
た
職
（
裁
判
官
訴
追
委
員
会
事
務
局
に
あ
つ
て
は
事
務
局
長
及
び

事
務
局
次
長
の
職
に
限
り
、
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
事
務
局
に
あ
つ
て
は
事
務
局

長
の
職
に
限
る
。
）
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ニ

参
議
院
事
務
局
の
事
務
総
長
が
そ
の
任
命
を
行
う
に
際
し
参
議
院
の
調
査
会

長
の
同
意
を
得
た
職

ホ

参
議
院
事
務
局
の
事
務
総
長
が
そ
の
任
命
を
行
う
に
際
し
参
議
院
の
憲
法
審

査
会
の
会
長
の
同
意
を
得
た
職

ヘ

任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
が
そ
の
任
命
を
行
う
に
際
し
内
閣
の

承
認
を
得
た
職

ト

内
閣
が
そ
の
任
免
を
行
う
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
一
号
）

第
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
職

チ

会
計
検
査
院
長
が
会
計
検
査
院
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
七
十
三
号
）
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
検
査
官
の
合
議
で
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の

任
免
及
び
進
退
を
行
う
職
（
事
務
総
局
に
置
か
れ
る
事
務
総
長
、
事
務
総
局
次

長
及
び
局
長
並
び
に
事
務
総
局
に
置
か
れ
る
官
房
に
置
か
れ
る
総
括
審
議
官
の

職
に
限
る
。
）

五

競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法

（
新
設
）

律
第
五
十
一
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
実
施
期
間
の
初
日
以
後
一
年

を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
内
に
、
任
命
権
者
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
の
要

請
に
応
じ
、
引
き
続
い
て
同
項
に
規
定
す
る
対
象
公
共
サ
ー
ビ
ス
従
事
者
と
な
る

た
め
に
退
職
し
た
者

（
法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
二
十
五
年
以
上
勤
続
し
、
そ
の
者
の
事
情
に

よ
ら
な
い
で
引
き
続
い
て
勤
続
す
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
者

（
定
員
の
減
少
又
は
組
織
の
改
廃
の
た
め
過
員
又
は
廃
職
を
生
ず
る
こ
と
に
よ
り
退

）

職
し
た
者
等
）

第
四
条

法
第
五
条
第
一
項
第
五
号
に
掲
げ
る
二
十
五
年
以
上
勤
続
し
、
そ
の
者
の
事

第
四
条

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
定
員
の
減
少
若
し
く
は
組
織
の
改
廃
の
た
め
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情
に
よ
ら
な
い
で
引
き
続
い
て
勤
続
す
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
し

過
員
若
し
く
は
廃
職
を
生
ず
る
こ
と
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は

た
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
二
十
五
年
以
上
勤
続
し
た
者
で
あ
つ
て
、
前
条
各

、
法
律
に
よ
る
定
員
の
減
少
若
し
く
は
組
織
の
改
廃
（
特
定
独
立
行
政
法
人
に
あ
つ

号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

て
は
、
こ
れ
ら
に
準
ず
る
も
の
）
又
は
国
の
一
般
会
計
若
し
く
は
特
別
会
計
の
歳
出

予
算
の
基
礎
と
さ
れ
る
定
員
の
減
少
に
よ
り
過
員
又
は
廃
職
を
生
ず
る
こ
と
に
よ
り

退
職
し
た
者
と
し
て
各
省
各
庁
の
長
等
が
総
務
大
臣
の
承
認
を
得
た
も
の
と
す
る
。

２

法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
そ
の
者
の
事
情
に
よ
ら
な
い
で
引
き
続
い
て
勤
続

す
る
こ
と
を
困
難
と
す
る
理
由
に
よ
り
退
職
し
た
者
で
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次

に
掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

二
十
五
年
以
上
勤
続
し
、
そ
の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
勧
奨
を
受
け
て
退

職
し
た
者

二

二
十
五
年
以
上
勤
続
し
、
定
員
の
減
少
若
し
く
は
組
織
の
改
廃
（
前
項
に
規
定

す
る
定
員
の
減
少
及
び
組
織
の
改
廃
を
除
く
。
）
又
は
勤
務
し
て
い
た
官
署
若
し

く
は
事
務
所
の
移
転
に
よ
り
退
職
し
た
者

三

裁
判
官
で
二
十
五
年
以
上
勤
続
し
、
日
本
国
憲
法
第
八
十
条
に
定
め
る
任
期
を

終
え
て
退
職
し
、
又
は
任
期
の
終
了
に
伴
う
裁
判
官
の
配
置
等
の
事
務
の
都
合
に

よ
り
任
期
の
終
了
前
一
年
内
に
退
職
し
た
も
の

四

二
十
五
年
以
上
勤
続
し
、
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
任
期
を
終
え
て
退
職
し
た
者

（
退
職
の
理
由
の
記
録
）

（
勧
奨
の
要
件
）

第
四
条
の
二

法
第
八
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
各
省
各
庁
の
長
等
（
以
下
「
各
省

第
四
条
の
二

第
三
条
第
一
号
又
は
前
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
者
に
係
る
勧
奨

各
庁
の
長
等
」
と
い
う
。
）
は
、
第
三
条
各
号
（
第
一
号
中
任
期
を
終
え
て
退
職
し

は
、
そ
の
事
実
に
つ
い
て
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
記
録
が
作
成
さ

た
者
に
係
る
部
分
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
に
掲
げ
る
者
の
退
職
の
理
由
に
つ
い
て

れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
の
う
ち
、
そ

、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
記
録
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
者
の
非
違
に
よ
る
こ
と
な
く
勧
奨
を
受
け
て
退
職
す
る
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
同
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条
第
二
項
の
規
定
に
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
当
該
勧
奨
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す

る
。

（
公
務
又
は
通
勤
に
よ
る
こ
と
の
認
定
の
基
準
）

（
公
務
又
は
通
勤
に
よ
る
こ
と
の
認
定
の
基
準
）

第
五
条

各
省
各
庁
の
長
等
は
、
退
職
の
理
由
と
な
つ
た
傷
病
又
は
死
亡
が
公
務
上
の

第
五
条

各
省
各
庁
の
長
等
又
は
そ
の
委
任
を
受
け
た
者
は
、
退
職
の
理
由
と
な
つ
た

も
の
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
認
定
す
る
に
当
た
つ
て
は
、
国
家

傷
病
又
は
死
亡
が
公
務
上
の
も
の
又
は
通
勤
に
よ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
認
定

公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十
一
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規

す
る
に
当
た
つ
て
は
、
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
九
十

定
に
よ
り
職
員
の
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補
償
を
実
施
す

一
号
）
そ
の
他
の
法
律
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災

る
場
合
に
お
け
る
認
定
の
基
準
に
準
拠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

害
に
対
す
る
補
償
を
実
施
す
る
場
合
に
お
け
る
認
定
の
基
準
に
準
拠
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
定
年
前
早
期
退
職
者
の
範
囲
等
）

（
定
年
前
早
期
退
職
者
の
範
囲
等
）

第
五
条
の
三

法
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と

第
五
条
の
三

法
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と

す
る
。

す
る
。

一

第
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
者

一

第
四
条
第
二
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
掲
げ
る
者

二

（
同
下
）

二

特
定
減
額
前
俸
給
月
額
が
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
九
十
五
号
。
以
下
「
一
般
職
給
与
法
」
と
い
う
。
）
の
指
定
職
俸
給

表
六
号
俸
の
額
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
者

２

（
同
下
）

２

法
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
一
定
の
期
間
は
、
六
月
と
す
る
。

３

法
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
年
齢
は
、
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め

３

法
第
五
条
の
三
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
年
齢
は
、
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め

ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
か
ら
十
五
年
を
減
じ
た
年
齢
と
す
る
。

ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
か
ら
十
年
を
減
じ
た
年
齢
と
す
る
。

４

法
第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
四
条
第
一
項
及
び
第

４

法
第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定

五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区

す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
二
（
退
職
日
俸
給
月
額
が
一
般
職
給
与
法
の



- 6 -

分
に
応
じ
て
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

指
定
職
俸
給
表
四
号
俸
の
額
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
百
分
の
一
）

と
す
る
。

一

退
職
日
俸
給
月
額
が
一
般
職
給
与
法
の
指
定
職
俸
給
表
四
号
俸
の
額
に
相
当
す

（
新
設
）

る
額
以
上
で
あ
る
職
員

百
分
の
一

二

退
職
日
俸
給
月
額
が
一
般
職
給
与
法
の
指
定
職
俸
給
表
一
号
俸
の
額
に
相
当
す

（
新
設
）

る
額
以
上
同
表
四
号
俸
の
額
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
職
員

百
分
の
二

三

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

百
分
の
三
（
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め

（
新
設
）

ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差

に
相
当
す
る
年
数
が
一
年
で
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二
）

５

法
第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
五
条
の
二
第
一
項
各

５

法
第
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
五
条
の
二
第
一
項
各

号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ

号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
百
分
の
二
（
特
定
減
額
前
俸
給
月
額
が
一

て
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

般
職
給
与
法
の
指
定
職
俸
給
表
四
号
俸
の
額
に
相
当
す
る
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は

、
百
分
の
一
）
と
す
る
。

一

特
定
減
額
前
俸
給
月
額
が
一
般
職
給
与
法
の
指
定
職
俸
給
表
四
号
俸
の
額
に
相

（
新
設
）

当
す
る
額
以
上
で
あ
る
職
員

百
分
の
一

二

特
定
減
額
前
俸
給
月
額
が
一
般
職
給
与
法
の
指
定
職
俸
給
表
一
号
俸
の
額
に
相

（
新
設
）

当
す
る
額
以
上
同
表
四
号
俸
の
額
に
相
当
す
る
額
未
満
で
あ
る
職
員

百
分
の
二

三

前
二
号
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

百
分
の
三
（
退
職
の
日
に
お
い
て
定
め

（
新
設
）

ら
れ
て
い
る
そ
の
者
に
係
る
定
年
と
退
職
の
日
に
お
け
る
そ
の
者
の
年
齢
と
の
差

に
相
当
す
る
年
数
が
一
年
で
あ
る
職
員
に
あ
つ
て
は
、
百
分
の
二
）

（
定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
の
最
高
限
度
額
を
計
算
す
る

（
定
年
前
早
期
退
職
者
に
対
す
る
退
職
手
当
の
基
本
額
の
最
高
限
度
額
を
計
算
す
る

場
合
に
退
職
日
俸
給
月
額
に
乗
じ
る
割
合
等
）

場
合
に
退
職
日
俸
給
月
額
に
乗
じ
る
割
合
等
）
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第
五
条
の
四

法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
六
条
に
規

第
五
条
の
四

法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
六
条
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
前
条
第
四
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ

定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
前
条
第
四
項
に
規
定
す
る
割
合
と
す
る
。

て
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

２

法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
六
条
の
二
各
号
に
規

２

法
第
六
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
法
第
六
条
の
二
各
号
に
規

定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
前
条
第
五
項
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応
じ

定
す
る
政
令
で
定
め
る
割
合
は
、
前
条
第
五
項
に
規
定
す
る
割
合
と
す
る
。

て
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
と
す
る
。

（
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
）

（
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し
な
い
期
間
）

第
六
条
の
六

法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し

第
六
条
の
六

法
第
六
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
現
実
に
職
務
を
と
る
こ
と
を
要
し

な
い
期
間
に
は
、
裁
判
官
弾
劾
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
三
十

な
い
期
間
に
は
、
裁
判
官
弾
劾
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
七
号
）
第
三
十

九
条
の
規
定
に
よ
る
職
務
の
停
止
の
期
間
及
び
検
察
庁
法
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ

九
条
の
規
定
に
よ
る
職
務
の
停
止
の
期
間
及
び
検
察
庁
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第

り
欠
位
を
待
つ
期
間
を
含
む
も
の
と
す
る
。

六
十
一
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
欠
位
を
待
つ
期
間
を
含
む
も
の
と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
）

（
法
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
法
人
）

第
九
条
の
四

（
略
）

第
九
条
の
四

（
略
）

（
募
集
実
施
要
項
の
記
載
事
項
）

第
九
条
の
五

法
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲

（
新
設
）

げ
る
事
項
と
す
る
。

一

法
第
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
募
集
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
条
の
七

に
お
い
て
「
募
集
」
と
い
う
。
）
の
対
象
と
な
る
べ
き
職
員
の
範
囲

二

法
第
八
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
募
集
実
施
要
項
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
九

条
の
七
第
三
項
に
お
い
て
「
募
集
実
施
要
項
」
と
い
う
。
）
の
内
容
を
周
知
さ
せ
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る
た
め
の
説
明
会
を
開
催
す
る
予
定
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
旨

三

法
第
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
応
募
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
九
条
の
七

第
三
項
に
お
い
て
「
応
募
」
と
い
う
。
）
又
は
応
募
の
取
下
げ
に
係
る
手
続

四

法
第
八
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
の
予
定
時
期

五

第
九
条
の
七
第
三
項
に
規
定
す
る
時
点
で
募
集
の
期
間
が
満
了
す
る
も
の
と
す

る
と
き
は
、
そ
の
旨
及
び
同
項
に
規
定
す
る
応
募
上
限
数

六

募
集
に
関
す
る
問
合
せ
を
受
け
る
た
め
の
連
絡
先

七

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
事
項

２

各
省
各
庁
の
長
等
は
、
募
集
実
施
要
項
に
前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
職
員
の
範
囲
を

記
載
す
る
と
き
は
、
当
該
職
員
の
範
囲
に
含
ま
れ
る
職
員
の
数
が
募
集
を
す
る
人
数

に
一
を
加
え
た
人
数
以
上
と
な
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第

八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
募
集
を
行
う
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

３

各
省
各
庁
の
長
等
は
、
募
集
実
施
要
項
に
募
集
の
期
間
を
記
載
す
る
と
き
は
、
そ

の
開
始
及
び
終
了
の
年
月
日
時
を
明
ら
か
に
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
法
第
八
条
の
二
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
懲
戒
処
分
か
ら
除
か
れ
る
処
分
）

第
九
条
の
六

法
第
八
条
の
二
第
三
項
第
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
も
の
は
、

（
新
設
）

故
意
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
ら
な
い
で
管
理
又
は
監
督
に
係
る
職
務
を
怠
つ
た
場
合

に
お
け
る
懲
戒
処
分
と
す
る
。

（
募
集
の
期
間
の
延
長
等
に
係
る
手
続
）

第
九
条
の
七

各
省
各
庁
の
長
等
は
、
募
集
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と

（
新
設
）

認
め
る
と
き
は
、
募
集
の
期
間
を
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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２

各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
募
集
の
期
間
を
延
長
し
た
場
合
に
は

、
直
ち
に
そ
の
旨
及
び
延
長
後
の
募
集
の
期
間
の
終
了
の
年
月
日
時
を
当
該
募
集
の

対
象
と
な
る
べ
き
職
員
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

各
省
各
庁
の
長
等
が
募
集
実
施
要
項
に
募
集
の
期
間
の
終
了
の
年
月
日
時
が
到
来

す
る
ま
で
に
応
募
を
し
た
職
員
の
数
が
募
集
を
す
る
人
数
以
上
の
一
定
数
（
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
「
応
募
上
限
数
」
と
い
う
。
）
に
達
し
た
時
点
で
募
集
の
期
間
は
満

了
す
る
も
の
と
す
る
旨
及
び
応
募
上
限
数
を
記
載
し
て
い
る
場
合
に
は
、
応
募
を
し

た
職
員
の
数
が
応
募
上
限
数
に
達
し
た
時
点
で
募
集
の
期
間
は
満
了
す
る
も
の
と
す

る
。

４

各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
募
集
の
期
間
が
満
了
し
た
場
合
に
は

、
直
ち
に
そ
の
旨
を
当
該
募
集
の
対
象
と
な
る
べ
き
職
員
に
周
知
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
退
職
す
べ
き
期
日
の
変
更
に
係
る
手
続
）

第
九
条
の
八

各
省
各
庁
の
長
等
は
、
法
第
八
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
認
定
（
以

（
新
設
）

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
認
定
」
と
い
う
。
）
を
行
つ
た
後
に
生
じ
た
事
情
に
鑑
み
、

認
定
を
受
け
た
職
員
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
応
募
者
」
と
い
う
。
）
が
同

条
第
八
項
第
三
号
に
規
定
す
る
退
職
す
べ
き
期
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
退
職

す
べ
き
期
日
」
と
い
う
。
）
に
退
職
す
る
こ
と
に
よ
り
公
務
の
能
率
的
運
営
の
確
保

に
著
し
い
支
障
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
る
と
認
め
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
認
定
応
募

者
に
そ
の
旨
及
び
そ
の
理
由
を
明
示
し
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
退

職
す
べ
き
期
日
の
繰
上
げ
又
は
繰
下
げ
に
つ
い
て
当
該
認
定
応
募
者
の
書
面
に
よ
る

同
意
を
得
た
と
き
は
、
公
務
の
能
率
的
運
営
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
限
度
で
、
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退
職
す
べ
き
期
日
を
繰
り
上
げ
、
又
は
繰
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

各
省
各
庁
の
長
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
す
べ
き
期
日
を
繰
り
上
げ
、
又

は
繰
り
下
げ
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
、
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
新
た

に
定
め
た
退
職
す
べ
き
期
日
を
当
該
認
定
応
募
者
に
書
面
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
職
員
に
準
ず
る
者
）

（
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
職
員
に
準
ず
る
者
）

第
九
条
の
九

（
略
）

第
九
条
の
五

（
略
）



- 11 -

○

災
害
対
策
基
本
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
八
十
八
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
派
遣
職
員
の
給
与
等
）

（
派
遣
職
員
の
給
与
等
）

第
十
八
条

（
略
）

第
十
八
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

派
遣
職
員
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
規
定
（
指
定
公
共
機
関
か
ら
の
派
遣
職
員
に
あ

４

派
遣
職
員
に
対
す
る
次
に
掲
げ
る
規
定
（
指
定
公
共
機
関
か
ら
の
派
遣
職
員
に
あ

つ
て
は
、
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

つ
て
は
、
第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

派
遣
を
受
け
た
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
公
務
を
国
又
は
指
定
公
共
機
関
の
公
務
と

派
遣
を
受
け
た
都
道
府
県
又
は
市
町
村
の
公
務
を
国
又
は
指
定
公
共
機
関
の
公
務
と

み
な
す
。

み
な
す
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
五
条
第
一
項
第
四
号

三

国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
第
五
条
第
一
項

四
・
五

（
略
）

四
・
五

（
略
）

５
～
８

（
略
）

５
～
８

（
略
）


